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災害時相互応援協力・災害時応援協定一覧・目次

光薫寺の広間等への帰宅困難者の一時受け入れ

福岡第一法務総合庁舎管理庁福岡法務局 498 福岡第一法務総合庁舎4階大会議室への帰宅困難者の一時受け入れ

長松山　光薫寺 495

九州農政局福岡支局第１会議室の提供、食糧・飲料水等の提供

福岡財務支局 492 福岡合同庁舎本館１階ロビー、新館１階ロビーへの帰宅困難者の一時受け入れ

九州農政局福岡支局 489

福岡競艇場の利用、帰宅困難者の受け入れ、物資の集積、離島からの避難者の受け入れ

国土交通省九州地方整備局 487 福岡第二合同庁舎２階共用第４・５・６会議室の提供

福岡市経済観光文化局 485

KITTE博多地下１階広場、地下３階防災備蓄倉庫の開放、食糧・飲料水等の供給

福岡ソフトバンクホークス(株) 482 福岡ヤフオク！ドームの利用、避難者の受け入れ、支援物資の受け入れ

日本郵便(株) 479

ソラリアプラザビルゼファ広場の開放、食糧・飲料水等の供給

九州旅客鉄道(株)
日本郵便(株)

476 ＪＲＪＰ博多ビル地下２階広場、地下２階防災備蓄倉庫の開放、食糧・飲料水等の供給

西日本鉄道(株) 474

シーティーアイ福岡ビル１階会議室の開放

(同)CBホールディングス 472 シティビル１階エントランスホールの開放

グラウンド、体育館（福岡市西区元岡７４４番地等）の提供

帰宅
困難者
支援

災対本部室 (株)建設技術研究所九州支社 470

西区災対本部 （大）九州大学 468

体育館（南区玉川町22番1号）の提供

(学)純真学園 467 グラウンド、体育館または校舎（南区筑紫丘一丁目１番１号）の提供　※災対本部機能の移転

南区災対本部 (学)都築学園 465

避難所・
避難場所等

体育館（中央区御所ヶ谷７番１号）の提供

(学)上智学院 464 体育館（中央区輝国一丁目10番10号）の提供

(学)福岡雙葉学園 463

法務総合研究所福岡支社の一部（体育館）（中央区小笹一丁目22番47号）の提供

(学)筑紫女学園　中学校・高等学校 462 体育館（中央区警固二丁目８番１号）の提供

福岡高等検察庁 460

ＦＩＴアリーナシンフォニーホール（東区和白東三丁目30番１号）の提供

中央区災対本部 (学)福岡大学付属大濠中学校・高等学校 459 体育館３階アリーナ（中央区六本松一丁目12番１号）の提供

東区災対本部 (学)福岡工業大学 457

りすのこスクエア（すのこ体育館棟、すのこ芝生広場）の利用、避難者の受入れ、備蓄物資の提供

(学)福岡工業大学
(社福)福岡市社会福祉協議会

454 災害ボランティアセンターを設置するための施設の提供等

(株)桜十字
九州旅客鉄道(株)

451

ららぽーと福岡屋外広場の利用、避難者の受入れ、物資の集積

大名プロジェクト特定目的会社 449 福岡大名ガーデンシティ・パークの利用、避難者の受入れ

博多那珂６開発特定目的会社 447

グラウンド(博多区住吉四丁目19番１号)及びグラウンド内防火設備の提供

(学)都築学園
(社福)福岡市社会福祉協議会

445 災害ボランティアセンターを設置するための施設の提供等

(学)精華学園 精華女子高等学校 443

福岡県立高校15校、特別支援学校２校、スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡）の提供

国土交通省九州地方整備局 436 海の中道海浜公園内施設の提供

福岡県 399

総合体育館の提供

(学)中村産業学園九州産業大学 397 大楠アリーナ2020の提供等

(学)福岡大学 395

体育館、備蓄物資保管用スペースの提供

(学)西南学院
(社福)福岡市社会福祉協議会

392 災害ボランティアセンターを設置するための施設の提供等

385 福岡カンツリー倶楽部の提供

(一財)福岡コンベンションセンター 387 マリンメッセ福岡Ａ館・Ｂ館、福岡国際センター、福岡国際会議場の提供

災対本部室 福岡カンツリー倶楽部

(学)西南学院

384

(株)アクティオ九州支店 (328)

389

仮設トイレの供給、避難所等への搬送、設置
稲尾産業(株) 383

亜細亜通商(株)

炊き出し用備蓄食材等の調理、支援物資の運営協力、避難所等への物資配送

仮設トイレ

環境局 (株)レンタルのニッケン 382

教育委員会 (株)福岡スクールランチパートナーズ 378

乾電池、乾電池式モバイルバッテリー、ＬＥＤランタンの提供

南区災対本部 (株)ダイキョープラザ 375 食料品・飲料水・日用品の供給（発災から概ね72時間の範囲）

パナソニック ホールディングス(株) 373

食品、キッチンカー炊き出しによる食料の提供

(株)日本総合検査センター 370 トレーラーハウス（宿泊用、厨房用、トイレ用、更衣室用等）の提供

(株)ピエトロ 367

弁当、お茶、飲料水等の提供

スリーアール(株) 364 バッテリー、工具類、日用品、衛生用品、調理・電気用品等の提供

（株）プレナス 361

トイレ衛生製品、環境衛生製品（害虫関係）、使い捨てカイロ等の提供

(株)ほっかほっか亭総本部 358 弁当、お茶、飲料水等の提供

(株)カインズ

338 応急措置に必要な資機材等の提供

福岡パッケージ(株) 341

352 弁当、サンドイッチ、お茶等の提供

大日本除虫菊(株) 355

346

大東建託(株) 349

物物

的的

支支

援援

生活
必需品

こども未来局 (一社)日本建設機械レンタル協会

双日ロイヤルインフライトケイタリング(株)

段ボール製簡易ベッド、段ボール製間仕切りの提供

(株)ナフコ 343

作業関係用品、食料、飲料水、生活必需品、電気用品、調理・暖房機器の提供
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災害時相互応援協力・災害時応援協定一覧・目次

福岡市志賀公民館の自動販売機内商品の無償提供

618

原子力防災に係る安全確保災対本部室 福岡県、糸島市、九州電力(株) 628

(株)メルカリ、(株)メルペイ 626

LINEヤフー(株)、
LINEヤフーコミュニケーションズ(株)

624

612

(株)セブン-イレブン・ジャパン 614

包括連携協定

福岡ソフトバンクホークス(株)
福岡ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾎｰｸｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)

610

イオン(株)

ＬＩＮＥヤフー(株) 622

(株)ぐるなび 620

日本電信電話(株)

公民館内の自動販売機内商品の無償提供

そそ

のの

他他

その他

総務企画局 (株)ローソン 608

アビスパ福岡(株)
キリンビバレッジバリューベンダー
(株)

606

非常用電源として電動車両の提供等

西日本電信電話(株) 603 避難所における特設公衆電話の設置

物物

的的

支支

援援

福岡市内郵便局 616

福岡市西部地域交流センターの自動販売機内商品の無償提供

596

三菱グループ 599

モバイルバッテリーの提供及びデジタルサイネージによる情報発信

日産グループ 592
避難所の非常用電源として電動車両の提供等

福岡県トヨタ販売店グループ

(株)ＩNFＯＲＩＣＨ 585

（一社）ＳＤＦ
アサヒ飲料(株)

578

565

市民局

生鮮食料品の確保及び市場機能の復旧作業

東区災対本部 コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 563 東区役所内の自動販売機内商品の無償提供

地図製品等の供給

アンカー・ジャパン(株) 582 ポータブル電源等の提供

災対本部室 (株)ゼンリン 580

福岡市西部地域交流センター、福岡市博多南地域交流センターの自動販売機内商品の
無償提供

九州アサヒ飲料販売(株) 575

・徒歩帰宅者の一時休憩所として、給油所における水道水及びトイレの提供
・給油所において、地図等による道路情報、テレビ・ラジオ等のマスメディアで知り得た通行
可能な道路や近隣の避難場所に関する情報の提供
・緊急車両等への優先的な燃料供給
・災害対策上重要な施設等への優先的な燃料供給

その他

財政局・災対本部室

農林水産局 全国中央卸売市場協会 559

福岡県石油商業組合

福岡県石油協同組合

(社)福岡市危険物安全協会

555

帰宅
困難者
支援

災対本部室

南区役所内の自動販売機内商品の無償提供

早良区災対本部 早良市民センター内の自動販売機内商品の無償提供

教育委員会 博多高等学園内の自動販売機内商品の無償提供

南区災対本部

ジャパン福岡・ペプシコーラ販売(株)

コンフォートホテル１階ロビー等への帰宅困難者の一時受け入れ(株)グリーンズ 536

博多イーストテラス１階エントランスホール等への帰宅困難者の一時受け入れ

(有)キューベックス 532 エフビル・エフビルウイング１～４階共用部等への帰宅困難者の一時受け入れ

三井住友信託銀行(株) 528

天神ビジネスセンター１階アトリウム等への帰宅困難者の一時受け入れ

福岡地下街開発(株) 525 天神地下街地下１階広場等への帰宅困難者の一時受け入れ

福岡地所(株)
(株)ジャパネットホールディングス

522

520 徒歩帰宅者の一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供Tunagu(株)

会議室等へ帰宅困難者の一時受け入れ

三菱地所(株)　他 517 エントランスホール等へ帰宅困難者の一時受け入れ

511 九勧承天寺ビル１階エントランスホール等への帰宅困難者の一時受け入れ

ジーピーエム(株) 514

九州勧業(株)

近鉄博多ビル地下１階広場への帰宅困難者の一時受け入れ

九州旅客鉄道(株) 507
ザ・ブラッサム博多ビルへ他都市からの応援職員及び要配慮者の受け入れ、帰宅困難者の
一時受け入れ

501 紙与博多中央ビルエントランスホール等への帰宅困難者の一時受け入れ

三菱UFJ信託銀行(株) 504

紙与不動産(株)

九州旅客鉄道（株）
福岡地所(株)
(株)麻生

548 コネクトスクエア博多１階エントランス等への帰宅困難者の一時受け入れ

福岡市交通局 553 福岡市地下鉄博多駅、天神駅及び天神南駅への帰宅困難者の一時受け入れ

539 福岡大名ガーデンシティ３階オフィススカイロビー等への帰宅困難者の一時受け入れ

(宗)警固神社 543 警固神社社務所ビル４階斎館 延喜等への帰宅困難者の一時受け入れ

(株)ルネサンス 546 徒歩帰宅者の一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供

大名プロジェクト特定目的会社
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災災害害時時ににおおけけるる施施設設等等のの提提供供協協力力にに関関すするる協協定定

福岡市（以下「甲」という。）と大名プロジェクト特定目的会社（以下「乙」とい

う。）は、乙が所有する施設等の提供協力に関し、次のとおり協定（以下「この協定」

という。）を締結する。

第１条 この協定は、大規模地震等の発生時に、甲の区域内の帰宅困難者に対して乙

が行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

（１） 帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停

止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅すること

が困難な者をいう。

（２） 一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。

（３） 施設管理者 一時滞在施設を管理する事業者等をいう。

（一時滞在施設の提供と公表）

第３条 乙は、甲の要請に応じ、乙が所有する施設（福岡市中央区大名二丁目６番５

０号「福岡大名ガーデンシティ」）のうち別表に定める区域について、一時滞在施

設として提供することに合意する。

（１） 3 階オフィススカイロビー（約 200 ㎡）最大受け入れ人数 100 名

（２） 3 階カンファレンスラウンジ（約 100 ㎡）最大受け入れ人数 50 名

（３） 4 階ラウンジ、会議室 4、5（約 210 ㎡）最大受け入れ人数 105 名

（４） 4 階 VIP 会議室（約 90 ㎡）最大受け入れ人数 45 名

（５） 前２号に掲げるもののほか、甲の要請時に乙が利用可能と判断した施設等

２ 甲は、前項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、あら

かじめ公表するものとする。

（開設の要請）

第４条 甲は、帰宅困難者の一時滞在施設の開設が必要となった場合には、乙に対し

て前条第１項の区域について、その全部又は一部を一時滞在施設として開設し、運

営することを要請するものとする。

（帰宅困難者の受入）

第５条 乙は、前条の要請があった場合には、施設内の安全点検を実施し、当該施設

への帰宅困難者の受入が可能と判断したときは、当該要請を受諾しその旨を甲に

連絡するものとする。

２ 乙は、前条の要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するもの

とする。

３ 乙は、前条の要請がない場合においても、乙の判断により帰宅困難者を受け入れ

ることができる。この場合には、受入を行う旨を遅滞なく甲に連絡するものとす

る。

４ 受入期間は、原則として３日間とする。
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災災害害時時ににおおけけるる施施設設等等のの提提供供協協力力にに関関すするる協協定定  

 
福岡市（以下「甲」という。）と大名プロジェクト特定目的会社（以下「乙」とい

う。）は、乙が所有する施設等の提供協力に関し、次のとおり協定（以下「この協定」

という。）を締結する。 
 

第１条 この協定は、大規模地震等の発生時に、甲の区域内の帰宅困難者に対して乙

が行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 
（１） 帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停

止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅すること

が困難な者をいう。 
（２） 一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。 
（３） 施設管理者 一時滞在施設を管理する事業者等をいう。 
 

（一時滞在施設の提供と公表） 
第３条 乙は、甲の要請に応じ、乙が所有する施設（福岡市中央区大名二丁目６番５

０号「福岡大名ガーデンシティ」）のうち別表に定める区域について、一時滞在施

設として提供することに合意する。 
（１） 3 階オフィススカイロビー（約 200 ㎡）最大受け入れ人数 100 名 
（２） 3 階カンファレンスラウンジ（約 100 ㎡）最大受け入れ人数 50 名 
（３） 4 階ラウンジ、会議室 4、5（約 210 ㎡）最大受け入れ人数 105 名 
（４） 4 階 VIP 会議室（約 90 ㎡）最大受け入れ人数 45 名 
（５） 前２号に掲げるもののほか、甲の要請時に乙が利用可能と判断した施設等 

２ 甲は、前項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、あら

かじめ公表するものとする。 
 
（開設の要請） 
第４条 甲は、帰宅困難者の一時滞在施設の開設が必要となった場合には、乙に対し

て前条第１項の区域について、その全部又は一部を一時滞在施設として開設し、運

営することを要請するものとする。 
 
（帰宅困難者の受入） 
第５条 乙は、前条の要請があった場合には、施設内の安全点検を実施し、当該施設

への帰宅困難者の受入が可能と判断したときは、当該要請を受諾しその旨を甲に

連絡するものとする。 
２ 乙は、前条の要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するもの

とする。 
３ 乙は、前条の要請がない場合においても、乙の判断により帰宅困難者を受け入れ

ることができる。この場合には、受入を行う旨を遅滞なく甲に連絡するものとす

る。 
４ 受入期間は、原則として３日間とする。 
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（支援内容） 
第６条 乙が、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れる場合は、次に掲げる事項の全

部又は一部を行うものとする。 
（１） 帰宅困難者に対し、第５条第１項の受諾をした区域について、一時滞在施

設として開設し運営すること。 
（２） 帰宅困難者に対し、乙が備蓄する飲料水、食料、毛布等を提供すること。 
（３） 施設の自動販売機内の飲料水（900L 分）の提供 
（４） トイレやごみの処理などの施設の衛生管理を行うこと。 
（５） 帰宅困難者に対し、一時滞在施設として開設している旨の表示をすること。 
（６） 前各号に関して必要な人員を確保すること。 
（７） その他乙が帰宅困難者の受入等に関し協力できる事項 

 
（施設の運営） 
第７条 乙は、この協定に定める事項以外の事項については、「一時滞在施設の運営

ガイドライン（福岡市）」に沿って、運営を行うものとする。 
 
（受入の解除） 
第８条 乙は、次の各号に該当する場合、一時滞在施設を閉鎖し、かつ、帰宅困難者

の退去を求めることができるものとする。 
（１） 甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなっ

たと判断し、乙に連絡した場合 
（２） 乙の施設が非常用電源の燃料枯渇等により、当分の間停電が継続すること

となり、乙が、一時滞在施設としての運用が困難と判断し、甲に連絡して

了承された場合 
（３） 乙の施設管理者が一時滞在施設の安全点検を実施した結果、一時滞在施設

としての安全を確保できないと判断し、甲に連絡して了承された場合 
（４） その他、甲及び乙が双方協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要があると

認めた場合 
 

（費用負担） 
第９条 施設の使用料は無償とし、施設の附帯設備の使用に係る光熱水費及び人件

費等の経費並びに第12条に規定する備蓄にかかる経費は、乙が負担する。ただし、

甲からの要請に基づき、第 12 条に規定する備蓄を提供した場合の補充に要する経

費については、甲の負担とする。 
 

（損害賠償） 
第 10 条 乙が第５条第１項の受諾をした場合、又は同条第 3 項の連絡を行い甲に

承諾された場合において、帰宅困難者が施設等に損害を与えた場合の復旧等に係

る経費は、乙が損害を与えた者に直接請求するものとする。この場合において、損

害を与えた者が特定できない場合は、甲、乙が協議の上、経費負担について定める

ものとする。ただし、災害により生じた損害等については、この限りではない。 
 
（災害補償） 
第 11 条 甲は、第６条各号に掲げる支援に関する業務に従事した乙の従業員（乙へ

の協力者を含む。）が損害を受けたときは、災害に伴う応急措置の義務に従事した
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者に対する損害補償条例（昭和３８年福岡市条例第２３号）の規定に基づき、その

損害を補償する。 
２ 乙が第６条各号に掲げる協力を行う際に、安全配慮義務を果たしたにもかかわ

らず発生した損害の責任は、乙には及ばない。 
 
（備蓄） 
第 12 条 乙は、災害発生時の備蓄物資を地下 1 階および 14 階倉庫に保管するもの

とする。 
２ 前項の規定により備蓄する物資は、次の各号に掲げるものとし、乙は消費期限切

れとなる前に計画的に補充、入替を行う。 
（１） 水 1800L（2L ボトル×900 本） 
（２） 非常食 2700 食 
（３） 毛布 150 人分、サバイバルシート 150 人分 

３ 乙が防災備蓄倉庫に備蓄する物資は、帰宅困難者が使用するものとする。 
 
（定期的な訓練） 
第 13 条 乙は、少なくとも１年に１回、一時滞在施設の開設に係る訓練を行い、開

設に必要な手順や体制を確認するものとする。 
 
（支援） 
第 14 条 甲は、乙が一時滞在施設への帰宅困難者の受入のため、平時から、訓練の

実施等を行う場合において、その支援体制を確立するよう努めるものとする。 
 
（連絡責任者） 
第 15 条 甲、乙はこの協定に基づく協力体制が円滑に推進されるよう、連絡調整及

び指示を行う責任者を予め指定し、本協定締結後速やかにそれぞれ通知する。 
 

（有効期限と見直し） 
第 16 条 この協定の有効期限は締結の日から１年を経過する日までとし、有効期限

の１か月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場

合には、引き続き１年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。 
  
（地位の承継） 
第 17 条 乙は、乙が所有する施設を第三者に譲渡する場合は、乙の責任により、こ

の協定に基づく乙の一切の権利・義務を当該第三者に承継させるものとする。 
２ 前項の規定による権利・義務の承継があった場合においては、乙は、遅滞なく文

書にて甲に通知するものとする。 
３ 前二項の規定にかかわらず、乙は、乙及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社（以下「信

託受託者（ホテル）」という。）の間の 2023 年 3 月 31 日付不動産管理処分信託契

約書並びに乙及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社（以下「信託受託者（複合施設）」と

いい、信託受託者（ホテル）とあわせて「信託受託者」という。）の間の 2021 年

9 月 22 日付停止条件付不動産管理処分信託契約書（その後の変更を含む）に基づ

き、提案施設（旧大名小学校跡地活用事業に関する事業契約書に定義する。）に係

る区分所有権を各信託受託者に譲渡（以下「本信託譲渡」という。）する場合には、

当該各信託受託者に対して、この協定に基づく乙の地位及び権利・義務を提案施設

の共用部分等に係る各信託受託者の共有持分割合（以下「共有持分割合」という。）
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に応じて承継させることができ、甲は当該各承継にこの協定の締結をもって承諾

する。なお、本信託譲渡後は、各信託受託者が、この協定に基づく義務を共有持分

割合に応じて履行し、この協定に関して資本的支出その他の費用の負担を要する

場合には、信託受託者は共有持分割合に応じてそれを負担する。また、信託受託者

は、第三者をして、この協定に基づく義務を履行させることができる。 
 
（疑義等に関する協議） 
第 18 条 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、甲乙

協議の上定める。 
 

（協定の正本） 
第 19 条 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自１通を保有するものとする。 
 
 
令和５年３月 31 日 
 
 

甲 福岡市中央区天神一丁目８番１号 
福岡市長 髙島 宗一郎 
 

 
 

乙 福岡市中央区天神一丁目 13 番 2 号 
大名プロジェクト特定目的会社 
取締役 藤本 周二  
 
 

542



災災害害時時ににおおけけるる施施設設等等のの提提供供協協力力にに関関すするる協協定定  

福岡市（以下「甲」という。）と宗教法人警固神社（以下「乙」という。）は、乙

が管理する施設等の提供協力に関し、次のとおり協定（以下「この協定」という。）

を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、大規模地震等の発生時に、甲の区域内の帰宅困難者に対して乙

が行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

（１） 帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停

止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅すること

が困難な者をいう。

（２） 一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。

（３） 施設管理者 一時滞在施設を管理する事業者等をいう。

（一時滞在施設の提供と公表）

第３条 乙は、甲の要請に応じ、乙の管理する施設（福岡市中央区天神二丁目２番

２０号「警固神社社務所ビル」）のうち別表に定める区域について、一時滞在施設

として提供することに合意する。

（１） ４階斎館 延喜（５２５㎡）最大受け入れ人数２５０名

（２） ５階斎館 嘉辰（５２５㎡）最大受け入れ人数２５０名

（３） 前２号に掲げるもののほか、甲の要請時に乙が利用可能と判断した施設等

２ 甲は、前項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、あら

かじめ公表するものとする。

（開設の要請）

第４条 甲は、一時滞在施設の開設が必要となった場合には、乙に対して前条第１項

の区域について、その全部又は一部を一時滞在施設として開設し、運営することを

要請するものとする。

（帰宅困難者の受入）

第５条 乙は、前条の要請があった場合には、施設内の安全点検を実施し、当該施設

への帰宅困難者の受入が可能と判断したときは、当該要請を受諾しその旨を甲に

連絡するものとする。

２ 乙は、前条の要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するもの

とする。

３ 乙は、前条の要請がない場合においても、乙の判断により帰宅困難者を受け入れ

ることができる。この場合には、受入を行う旨を遅滞なく甲に連絡するものとす

る。

４ 受入期間は、原則として１日間とする。
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（支援内容）

第６条 乙が、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れる場合は、次に掲げる事項の全

部又は一部を行うものとする。

（１） 帰宅困難者に対し、第５条第１項の受諾をした区域について、一時滞在施

設として開設し運営すること。

（２） 帰宅困難者に対し、水道水、トイレを提供すること。

（３） トイレやごみの処理などの施設の衛生管理を行うこと。

（４） 帰宅困難者に対し、一時滞在施設として開設している旨の表示をすること。 
（５） 前各号に関して必要な人員を確保すること。

（６） その他乙が帰宅困難者の受入等に関し協力できる事項

（施設の運営）

第７条 乙は、この協定に定める事項以外の事項については、「一時滞在施設の運営

ガイドライン（福岡市）」に沿って、運営を行うものとする。

（受入の解除）

第８条 乙は、次の各号に該当する場合、一時滞在施設を閉鎖し、かつ、帰宅困難者

の退去を求めることができるものとする。

（１） 甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなっ

たと判断し、乙に連絡した場合

（２） 乙の施設が非常用電源の燃料枯渇等により、当分の間停電が継続すること

となり、乙が、一時滞在施設としての運用が困難と判断し、甲に連絡して

了承された場合

（３） 乙の施設管理者が一時滞在施設の安全点検を実施した結果、一時滞在施設

としての安全を確保できないと判断し、甲に連絡して了承された場合

（４） その他、甲及び乙が双方協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要があると

認めた場合

（費用負担）

第９条 第３条第１項に定める施設の使用料は無償とし、施設の附帯設備の使用に

係る光熱水費及び人件費等の経費は、乙が負担する。

（施設等の損害時等の対応）

第 10 条 乙が第５条第１項の受諾をした場合、又は同条第 3 項の連絡を行い甲に

承諾された場合において、帰宅困難者が施設等に損害を与えた場合の復旧等に係

る経費は、乙が損害を与えた者に直接請求するものとする。この場合において、損

害を与えた者が特定できない場合は、甲、乙が協議の上、経費負担について定める

ものとする。ただし、災害により生じた損害等については、この限りではない。

（損害補償）

第 11 条 甲は、第６条各号に掲げる支援に関する業務に従事した乙の従業員（乙へ

の協力者を含む。）が損害を受けたときは、災害に伴う応急措置の義務に従事した

者に対する損害補償条例（昭和３８年福岡市条例第２３号）の規定に基づき、その

損害を補償する。

２ 乙が第６条各号に掲げる協力を行う際に、安全配慮義務を果たしたにもかかわ

らず発生した損害の責任は、乙には及ばない。
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（定期的な訓練）

第 12 条 乙は、少なくとも１年に１回、一時滞在施設の開設に係る訓練を行い、開

設に必要な手順や体制を確認するものとする。

（支援）

第 13 条 甲は、乙が一時滞在施設への帰宅困難者の受入のため、平時から、訓練の

実施等を行う場合において、その支援体制を確立するよう努めるものとする。

（連絡責任者）

第 14 条 甲と乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に推進されるよう、連絡責任

者を定め、書面により通知する。

２ 前項の連絡責任者に変更が生じたときは、速やかに相手方に書面で通知する。

（有効期限と見直し）

第 15 条 この協定の有効期限は締結の日から１年を経過する日までとし、有効期限

の１か月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場

合には、引き続き１年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。

（疑義等に関する協議）

第 16 条 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、甲乙

協議の上定める。

（協定の正本）

第 17 条 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自１通を保有するものとする。

令和５年 12 月 22 日 

甲 福岡市中央区天神一丁目８番１号

福岡市

福岡市長 髙島 宗一郎

乙 福岡市中央区天神二丁目２番２０号

宗教法人警固神社

代表役員 前田 安文
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災害時における徒歩帰宅者⽀援に関する協定書

福岡市（以下「甲」という。）及び株式会社ルネサンス（以下「⼄」という。）は、次のとおり協定を締
結する。

（趣旨）
第１条 この協定は、地震等の災害（以下「災害時」という。）により交通が途絶した場合において、駅、

事業所、学校等に滞留する⼤量の通勤者、通学者、観光客等のうち、徒歩で帰宅する者（以下「徒歩帰
宅者」という。）の⽀援をするために必要となる災害時帰宅⽀援ステーションの設置及び徒歩帰宅者を
⽀援するため、必要な事項を定めるものとする。

（⽀援の内容）
第２条 甲は、災害時において、⼄に対し次の事項について⽀援を要請することができるものとする。⼄

は、福岡市内の店舗（福岡⾹椎クラブ・福岡⻄新クラブ・福岡⼤橋クラブ）内の安全性を⼗分に確認し
た上で⽀援を実施するものとする。

（１） ⼄の店舗において、徒歩帰宅者に対し、⼀時的な休憩所として必要な空間、⽔道⽔及びトイレを
提供すること。

（２） ⼄の店舗において、徒歩帰宅者に対し、地図等による道路情報、テレビ・ラジオ等のマスメディ
アで知り得た通⾏可能な道路や近隣の災害に関する情報等を提供すること。

２ 甲及び⼄は、前項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協⼒を求めることができる。

（⽀援の実施）
第３条 ⼄は、前条の規定により、甲から⽀援の要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範囲内

において、徒歩帰宅者に対し⽀援を実施するものとする。なお、甲から⼄に対し通信の途絶等により要
請を⾏うことができないときは、⼄は、甲の要請を待たず⽀援を実施することができる。

（災害時帰宅⽀援ステーション・ステッカーの掲出）
第４条 第２条に規定する⼄の店舗は「災害時帰宅⽀援ステーション」と呼称し、甲及び⼄が協⼒して、

防災に対する意識啓発のため広く住⺠への周知を図るものとする。
２ ⼄は、甲が提供する「災害時帰宅⽀援ステーション」ステッカーを店舗の⼊⼝等、利⽤者の⾒やすい

位置に掲出する。

（経費の負担）
第５条 第３条に規定する⽀援の実施に要した経費は、当該⽀援を実施した者が負担するものとする。
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（連絡責任者）
第６条 甲と⼄は、この協定に基づく協⼒体制が円滑に推進されるよう、連絡責任者を定め、書⾯により

通知する。
２ 前項の連絡責任者に変更が⽣じたときは、速やかに相⼿⽅に書⾯で通知する。

（協定の破棄）
第７条 ⼄が、暴⼒団（暴⼒団による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（以下、「暴対法」という。）第２

条第２号に規定する暴⼒団をいう。）、暴⼒団員（暴対法第２条第６号に規定する暴⼒団員をいう。）⼜
はこれらのものと密接な関係を有する者と判明した場合、甲はこの協定を破棄することができる。

（協議）
第８条 この協定に定めのない事項⼜はこの協定に関して疑義が⽣じたときは、甲及び⼄が協議して定

めるものとする。

（適⽤）
第９条 この協定の効⼒は、協定締結後１年間とし、甲⼜は⼄のいずれかから特段の意思表⽰がない限

り更新されたものとする。
２ この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び⼄の２者が記名押印の上、各１通を保有す

る。

令和６年２⽉ 21 ⽇

甲 福岡市中央区天神⼀丁⽬８番１号
福岡市
福岡市⻑ 髙島 宗⼀郎

⼄ 東京都墨⽥区両国⼆丁⽬ 10 番 14 号
株式会社ルネサンス
代表取締役社⻑執⾏役員 岡本 利治
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災災害害時時ににおおけけるる施施設設等等のの提提供供協協力力にに関関すするる協協定定（（ココネネククトトススククエエアア博博多多））  

福岡市（以下「甲」という。）と九州旅客鉄道株式会社、福岡地所株式会社及び株

式会社麻生（以下 3 社を総称して「乙」という。）は、乙が所有する施設等の提供協

力に関し、次のとおり協定（以下「この協定」という。）を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、大規模地震等の発生時に、甲の区域内の帰宅困難者に対して乙

が行う協力に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

（１） 帰宅困難者 大規模地震等の発生により、公共交通機関が広範囲に運行を停

止し、当分の間、復旧の見通しがない場合において、徒歩で帰宅すること

が困難な者をいう。

（２） 一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいう。

（３） 施設管理者 一時滞在施設を管理する事業者等をいう。

（一時滞在施設の提供と公表）

第３条 乙は、甲の要請に応じ、乙の所有する施設（福岡市博多区博多駅東一丁目 17
番 1 号「コネクトスクエア博多」）のうち下記の区域（詳細は別紙に定める）につ

いて、一時滞在施設として提供することに合意する。

（１） １階エントランス・廊下部分（約 86 ㎡）最大受け入れ人数 43 名

（２） １階ピロティ部分（約 250 ㎡） ※車両、物資、テント設置などに利用

（３） 前２号に掲げるもののほか、甲の要請時に乙が利用可能と判断した施設等

２ 甲は、前項の合意に基づき乙から提供される一時滞在施設の名称や位置を、あら

かじめ公表するものとする。

（開設の要請）

第４条 甲は、帰宅困難者の一時滞在施設の開設が必要となった場合には、乙に対し

て前条第１項の区域について、その全部又は一部を一時滞在施設として開設し、運

営することを要請するものとする。

（帰宅困難者の受入）

第５条 乙は、前条の要請があった場合には、施設内の安全点検を実施し、当該施設

への帰宅困難者の受入が可能と判断したときは、当該要請を受諾しその旨を甲に

連絡するものとする。

２ 乙は、前条の要請に応じられない事由があるときは、その旨を甲に連絡するもの

とする。

３ 乙は、前条の要請がない場合においても、乙の判断により帰宅困難者を受け入れ

ることができる。この場合には、受入を行う旨を遅滞なく甲に連絡するものとす

る。

４ 受入期間は、原則として３日間とする。
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（支援内容）

第６条 乙が、一時滞在施設に帰宅困難者を受け入れる場合は、次に掲げる事項の全

部又は一部を行うものとする。

（１） 帰宅困難者に対し、第５条第１項の受諾をした区域について、一時滞在施

設として開設し運営すること。

（２） 帰宅困難者に対し、乙が備蓄する飲料水、食料、毛布等を提供すること。 
（３） トイレやごみの処理などの施設の衛生管理を行うこと。

（４） 帰宅困難者に対し、一時滞在施設として開設している旨の表示をすること。 
（５） 前各号に関して必要な人員を確保すること。

（６） その他乙が帰宅困難者の受入等に関し協力できる事項

（施設の運営）

第７条 乙は、この協定に定める事項以外の事項については、「一時滞在施設の運営

ガイドライン（福岡市）」に沿って、運営を行うものとする。

（受入の解除）

第８条 乙は、次の各号に該当する場合、一時滞在施設を閉鎖し、かつ、帰宅困難者

の退去を求めることができるものとする。

（１） 甲が、公共交通機関の運行再開等により、一時滞在施設の必要がなくなっ

たと判断し、乙に連絡した場合

（２） 乙の施設が非常用電源の燃料枯渇等により、当分の間停電が継続すること

となり、乙が、一時滞在施設としての運用が困難と判断し、甲に連絡して

了承された場合

（３） 乙の施設管理者が一時滞在施設の安全点検を実施した結果、一時滞在施設

としての安全を確保できないと判断し、甲に連絡して了承された場合

（４） その他、甲及び乙が双方協議の上、一時滞在施設を閉鎖する必要があると

認めた場合

（費用負担）

第９条 施設の使用料は無償とし、施設の附帯設備の使用に係る光熱水費及び人件

費等の経費並びに第12条に規定する備蓄にかかる経費は、乙が負担する。ただし、

甲からの要請に基づき、第 12 条に規定する備蓄を提供した場合の補充に要する経

費については、甲の負担とする。

（施設等の損害時等の対応）

第 10 条 乙が第５条第１項の受諾をした場合、又は同条第 3 項の連絡を行い甲に

承諾された場合において、帰宅困難者が施設等に損害を与えた場合の復旧等に係

る経費は、乙が損害を与えた者に直接請求するものとする。この場合において、損

害を与えた者が特定できない場合は、甲、乙が協議の上、経費負担について定める

ものとする。ただし、災害により生じた損害等については、この限りではない。

（損害補償）

第 11 条 甲は、第６条各号に掲げる支援に関する業務に従事した乙の従業員（乙へ

の協力者を含む。）が損害を受けたときは、災害に伴う応急措置の義務に従事した

者に対する損害補償条例（昭和３８年福岡市条例第２３号）の規定に基づき、その

損害を補償する。
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２ 乙が第６条各号に掲げる協力を行う際に、安全配慮義務を果たしたにもかかわ

らず発生した損害の責任は、乙には及ばない。

（備蓄）

第 12 条 乙は、災害発生時の備蓄物資を地下１階倉庫に保管するものとする。 
２ 前項の規定により備蓄する物資は、次の各号に掲げるものとし、乙は消費期限切

れとなる前に計画的に補充、入替を行う。

（１） 水 387L（500mL ボトル×774 本）

（２） 非常食 387 食（43 人×3 回/日×3 日分）

（３） 毛布 43 人分（アルミブランケット）

（４） 携帯トイレ（便袋）645 セット（43 人×5 回/日×3 日分）

（５） 敷物（ビニールシート等）

３ 乙が防災備蓄倉庫に備蓄する物資は、帰宅困難者が使用するものとする。

（定期的な訓練）

第 13 条 乙は、少なくとも１年に１回、一時滞在施設の開設に係る訓練を行い、開

設に必要な手順や体制を確認するものとする。

（支援）

第 14 条 甲は、乙が一時滞在施設への帰宅困難者の受入のため、平時から、訓練の

実施等を行う場合において、その支援体制を確立するよう努めるものとする。

（連絡責任者）

第 15 条 甲と乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に推進されるよう、連絡責任

者を定め、書面により通知する。

２ 前項の連絡責任者に変更が生じたときは、速やかに相手方に書面で通知する。

（有効期限と見直し）

第 16 条 この協定の有効期限は締結の日から１年を経過する日までとし、有効期限

の１か月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場

合には、引き続き１年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。

（地位の承継）

第 17 条 乙は、乙が所有する施設を第三者に譲渡する場合は、乙の責任により、こ

の協定に基づく乙の一切の権利・義務を当該第三者に承継させるものとする。

２ 前項の規定による権利・義務の承継があった場合においては、乙は、遅滞なく書

面にて甲に通知するものとする。

（疑義等に関する協議）

第 18 条 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、甲乙

協議の上定める。

（協定の正本）

第 19 条 この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自１通を保有するものとする。
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令和 ６年 ３月 15 日

甲 福岡市中央区天神一丁目８番１号

福岡市

福岡市長 髙島 宗一郎

乙 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号
九州旅客鉄道株式会社

代表取締役社長執行役員 古宮 洋二

福岡市博多区住吉一丁目２番 25 号 
福岡地所株式会社
代表取締役  榎本 一郎

福岡県飯塚市芳雄町２番18号 
株式会社麻生

代表取締役社長 麻生 巌
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別紙

ピロティ部分 

約 250 ㎡

エントランスホール部分

約 86 ㎡
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覚 書 

 
市民局長（以下「甲」という。）と交通事業管理者（以下「乙」という。）は、乙が管

理する福岡市地下鉄の利用に関する協議を行った結果、次のとおり覚書を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この覚書は、地震や風水害等の災害（以下「災害」という。）により鉄道等公共

交通機関が運行停止の状態になり、帰宅することが困難になったもの(以下「帰宅困難

者」という。)が発生した場合において、乙が所有する施設を一時滞在施設として利用

することに関しての確認を目的とする。 

 

（対象施設） 

第２条 この覚書において災害発生時に使用する施設は、以下各号に定める施設とし、

乙が指定する範囲とする。 

（１） 博多駅 

（２） 天神駅 

（３） 天神南駅 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、災害による帰宅困難者が発生したとき、次の各号について、乙に協力を

要請することができる。 

（１） 施設への帰宅困難者の受入 

（２） 施設の水道水、トイレ、照明等の提供 

２ 乙は、前項の規定による要請が行われた場合、施設等の安全確認、インフラの復旧

状況、列車の運行状況等を考慮した上で利用の可否を判断し、甲に回答する。 

 

（施設の運営） 

第４条 施設の運営は、乙が主体的に行うものとし、甲はその運営に協力するものとす

る。 

 

（利用期間） 

第５条 施設の利用期間は、施設利用開始日から起算し、最大２４時間以内とする。た

だし、やむを得ない事情があると認められる場合には、甲が乙に対し、期間の延長を

要請し、乙が認めた場合に延長することができる。 

２ 前項の期間内であっても、地下鉄の運行再開が可能となった場合は、甲と協議のう

え、乙は受入の体制を随時縮小するものとする。 

 

（物資) 

第６条 帰宅困難者へ提供する飲料水、ブランケット等の物資については、必要に応じ

て甲から乙へ提供する。 

 

（有効期限と見直し） 

第７条 この覚書の有効期限は締結の日から１年を経過する日までとし、有効期限の１

か月前までに甲乙いずれからもこの協定廃止又は見直しの意思表示がない場合には、

引き続き１年間更新されたものと見なし、以後も同様とする。 
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（協議） 

第８条 この覚書に関して疑義があるとき、又はこの覚書に定めがない事項について

は、 甲乙協議のうえ、決定する。 

 

以上のとおり覚書が成立したことを証するため、本書２通を作成し、甲乙記名のう

え、各自１通を保有するものとする。 

 

 

 

令和６年３月１５日 

 

甲 福岡市中央区天神１丁目８番１号 

市民局長 舟越 伸一  

 

 
乙 福岡市中央区大名２丁目５番３１号 

交通事業管理者 小野田 勝則  
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に応じて承継させることができ、甲は当該各承継にこの協定の締結をもって承諾

する。なお、本信託譲渡後は、各信託受託者が、この協定に基づく義務を共有持分

割合に応じて履行し、この協定に関して資本的支出その他の費用の負担を要する

場合には、信託受託者は共有持分割合に応じてそれを負担する。また、信託受託者

は、第三者をして、この協定に基づく義務を履行させることができる。

（疑義等に関する協議）

第 18 条 この協定に関する疑義、又はこの協定に定めがない事項については、甲乙

協議の上定める。

（協定の正本）

第 19 条 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自１通を保有するものとする。

令和５年３月 31 日

甲 福岡市中央区天神一丁目８番１号

福岡市長 髙島 宗一郎

乙 福岡市中央区天神一丁目 13 番 2 号

大名プロジェクト特定目的会社

取締役 藤本 周二
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